
秋
田
県
水
源
森
林
地
域
の
保
全
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年

月

日秋
田
県
知
事
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秋
田
県
規
則
第

号

秋
田
県
水
源
森
林
地
域
の
保
全
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
水
源
森
林
地
域
の
保
全
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
秋
田
県
規
則
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後

改
正
前

（
土
地
の
所
有
権
等
の
移
転
等
の
届
出
）

（
土
地
の
所
有
権
等
の
移
転
等
の
届
出
）

第
六
条

条
例
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
別
に
定
め
る
様
式
に

第
六
条

条
例
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
別
に
定
め
る
様
式
に

よ
る
届
出
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

よ
る
届
出
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

土
地
売
買
等
の
契
約
（
条
例
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
土
地
売
買
等

一

土
地
売
買
等
の
契
約
（
条
例
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
土
地
売
買
等

の
契
約
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
土

の
契
約
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
に
係
る
土

地
の
所
在
を
明
ら
か
に
す
る
図
面

地
の
所
在
を
明
ら
か
に
す
る
図
面

二

土
地
売
買
等
の
契
約
に
係
る
土
地
の
登
記
事
項
証
明
書
そ
の
他
当
該
土

二

土
地
売
買
等
の
契
約
に
係
る
土
地
の
登
記
事
項
証
明
書
そ
の
他
当
該
土

地
に
つ
い
て
所
有
権
等
（
条
例
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
所
有
権
等
を

地
に
つ
い
て
所
有
権
等
（
条
例
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
所
有
権
等
を

い
う
。
次
条
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

い
う
。
以
下

同
じ
。
）
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

の
写
し

の
写
し

２

条
例
第
十
条
第
一
項
第
六
号
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事

２

条
例
第
十
条
第
一
項
第
六
号
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
と
す
る
。

項
と
す
る
。

一

土
地
売
買
等
の
契
約
に
係
る
土
地
の
所
有
権
等
の
移
転
又
は
設
定
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
の
国
籍
等
（
自
然
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
国
籍
の
属
す
る

国
又
は
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十

九
号
）
第
二
条
第
五
号
ロ
に
規
定
す
る
地
域
を
い
い
、
法
人
に
あ
っ
て
は

そ
の
設
立
に
当
た
っ
て
準
拠
し
た
法
令
を
制
定
し
た
国
を
い
う
。
次
号
に

お
い
て
同
じ
）
（
同
法
別
表
第
二
の
永
住
者
の
在
留
資
格
を
有
す
る
者
又

は
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
等
の
出
入

国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
に
定
め
る
特

別
永
住
者
に
あ
っ
て
は
そ
の
旨
を
含
む
。
同
号
㈠
に
お
い
て
同
じ
。
）

二

土
地
売
買
等
の
契
約
に
係
る
土
地
の
所
有
権
等
の
移
転
又
は
設
定
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
次
の
㈠
及
び
㈡
に
掲
げ
る
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事
項

㈠

そ
の
代
表
者
の
氏
名
及
び
国
籍
等

㈡

次
の
⑴
又
は
⑵
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
⑴

又
は
⑵
に
定
め
る
事
項

⑴

同
一
の
国
籍
等
を
有
す
る
者
が
そ
の
役
員
の
過
半
数
を
占
め
る
法

人
で
あ
る
場
合

当
該
国
籍
等

⑵

同
一
の
国
籍
等
を
有
す
る
者
が
そ
の
議
決
権
の
過
半
数
を
占
め
る

法
人
で
あ
る
場
合

当
該
国
籍
等

三
・
四

略

一
・
二

略

３
・
４

略

３
・
４

略

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年

月

日
か
ら
施
行
す
る
。


